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　実施事業一覧表

基本
方針

基本
項目

取　　組　　課　　題 No. 実　　施　　事　　業 担　当　課 頁

1 公立保育園の民営化 児童家庭課 4

2 公共施設建設等の民間協働方式の検討 建築住宅課 4

3 公立幼稚園の統廃合・民営化 学校教育課 4

②　ＰＦＩ手法の導入推進 4 駅西地区の再整備 駅周辺整備課 6

③　市場化テスト（官民競争入札）の導入 5 市場化テスト（官民競争入札）の導入検討 総務課 8

6
（指定管理者制度の導入）
中池見

環境課 10

7
（指定管理者制度の導入）
駅前駐車場 ・ 駐輪場

生活防災課
駅周辺整備課

10

8
（指定管理者制度の導入）
　福祉総合センター ・ やまびこ園 ・ 知的障害者通所授産所

福祉保険課 10

9
（指定管理者制度の導入）
職業訓練センター

商工観光課 10

10
（指定管理者制度の導入）
きらめき温泉リラ・ポート

商工観光課 10

11
（指定管理者制度の導入）
きらめきみなと館

商工観光課 10

12
（指定管理者制度の導入）
黒河農村ふれあい会館

農務課 10

13
（指定管理者制度の導入検討）
公設地方卸売市場

公設地方卸売市場 12

14
（指定管理者制度の導入）
きらめきスタジアム ・ 武道館 ・ 花城テニスコート

スポーツ振興課 12

15
（指定管理者制度の導入検討）
総合運動公園

都市計画課
総合運動公園

12

16 漁業・農業集落排水施設の維持管理統合 下水道課 14

17 学校給食センター委託業務内容の拡大 学校給食センター 14

18 図書館業務の一部民間委託 図書館 14

⑥　既存施設の利活用と公共施設のあり
　方の見直し

19 農家高齢者創作館の見直し 農務課 16

20 小中学校の統廃合に伴う廃校施設の有効活用の推進 教育委員会総務課 16

21 小中学校の適正配置 学校教育課 16

22 図書の利用推進 図書館 16

⑦　構造改革特区や地域再生計画への
　積極的な取組み

23 構造改革特区 ・ 地域再生計画の申請 企画調整課 18

24 水道事業の効率的な運営の実施と質の高いサービスの提供 上水道課 20

25 水道料金の確実な回収 上水道課 20

26 水道料金の見直し 上水道課 20

27 病院経営の健全化 病院事務局 20

28 区長事務の手引きの作成 総務課 22

29 市民活動推進室の設置 企画調整課 22

30 地域社会における個性豊かなまちづくりの推進 企画調整課 22

31 ごみの減量とリサイクルの推進
廃棄物対策課
清掃センター

22

32 里山の森林づくりの推進 林務水産課 24

33 土地利用調整と景観形成の推進 都市計画課 24

34 地域住民との協働による公民館運営の活性化の推進 生涯学習課 24

35 校下補導員の導入 少年愛護センター 24

１
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営
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っ
た
効
率
的
行
政
主
体
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２
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民
と
の
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携

、
協
働
活
動
の
推
進

Ⅰ
　
効
率
的
か
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自
律
し
た
行
政
主
体
の
確
立

④　指定管理者制度の活用

⑤　民間委託等の推進

①　公共施設の民営化推進

①　地域協働の推進

⑧　地方公営企業の経営健全化
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　実施事業一覧表

基本
方針

基本
項目

取　　組　　課　　題 No. 実　　施　　事　　業 担　当　課 頁

36 電子会議室の開催 企画調整課 26

37 男女共同参画社会の推進 男女共同参画課 26

38 障害福祉計画の策定 福祉保険課 26

39 公園施設の維持管理の取組 都市計画課 26

40 魅力ある駅舎の整備 駅周辺整備課 26

41 敦賀っ子教育の推進 学校教育課 28

42 災害時要援護者避難支援体制の確立 福祉保険課 30

43 洪水ハザードマップの更新 土木課 30

44 プロジェクトチームの見直し 総務課 32

45 窓口業務の改善
市民課
各課

32

②　組織の弾力的運用 46 職員配置の弾力的運用 総務課 34

47 職員数の適正化 総務課 36

48 農業委員定数の適正化 農務課 36

②　給与の適正維持 49 特殊勤務手当の見直し 総務課 38

③　福利厚生事業の適正化 50 職員互助会事業の見直し
総務課
病院総務課

40

①　人材育成基本方針に基づく総合的な
　人材育成

51 職員研修の見直し、充実 総務課 42

②　能力・成果主義に基づく人事管理 52 人事考課制度による勤務実績の反映 総務課 44

53 証明手数料 ・ 施設使用料 ・ 督促手数料の見直し
総務課
各課

46

54 管理職一斉徴収 収納課 46

55 行政サービスの制限 収納課 46

56 看護専門学校授業料等の見直し 看護専門学校 46

57 駅前駐車場料金の見直し 駅周辺整備課 46

58 市営住宅の駐車場使用料徴収制度の導入 建築住宅課 46

59 公共下水道料金の見直し 下水道課 46

60 市民福祉会館の使用料の見直し 福祉保険課 46

61 保育料金の見直し 児童家庭課 48

62 放課後児童クラブの利用料の見直し 児童家庭課 48

63 各施設の保守管理委託料の見直し
財政課
各課

50

64 前納報奨金制度の廃止 収納課 50

④　補助金等の整理合理化 65 補助金等の見直し
財政課
各課

52

66 公共工事におけるコスト縮減 土木課 54

67 建設資材のリサイクル推進　（３Ｒ推進） 建築住宅課 54

②　工事成果物の品質向上 68 環境と人にやさしい施設づくり 建築住宅課 56

③　公共工事に係る入札システムの見直し 69 入札制度の改革 工事検査課 58

①　定員管理の適正化

Ⅰ
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①　組織の柔軟な対応

①　公共工事に係るコスト構造の改革

②　受益者負担の適正化と徴収率の向上

③　経費の節減合理化等財政の健全化

③　災害弱者への対応

②　市民参画の推進
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　実施事業一覧表

基本
方針

基本
項目

取　　組　　課　　題 No. 実　　施　　事　　業 担　当　課 頁

70 電子入札（電子納品 ・ 電子入札）の実施
工事検査課
情報管理課
土木課

60

71 電子申請及び施設予約システムの構築 情報管理課 60

②　庁内情報の共有化の促進 72 住民情報総合オンラインシステムの開発 情報管理課 62

73 ストリーミング放送の配信 情報管理課 64

74 市ホームページの再整備 情報管理課 64

75 情報教育の推進 学校教育課 64

76 安全・安心メールの配信 学校教育課 64

①　デジタル双方型情報基盤の整備促進
　（ハード面の整備）

77 携帯電話不感地域の解消 情報管理課 66

②　具体的活用方法の計画策定（ソフト面
　の整備）

78 デジタル双方向型ケーブルテレビ活用方法の計画策定 情報管理課 68

②　議会や住民等の監視のもと、公正確保
　と透明性の向上

79 道路 ・ 河川等における改良 ・ 整備事業の実施基準の設定 土木課 70

③　財政状況等の公表 80 財政状況の公表 財政課 72

④　定員・給与等の状況の公表 81 人事行政の状況の公表 総務課 74

⑤　公共工事に係る入札・契約システムの
　公正化

82 公共工事の入札情報等の公開の見直し 工事検査課 76

83 指定管理者に係る情報公開の推進 総務課 78

84 ホームページの活用による報道発表資料等の一元的な提供
広報広聴課
情報管理課

78

85 監査結果報告書等のホームページ掲載 監査委員事務局 78
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⑥　情報公開の推進

①　行政手続のオンライン化の推進

③　ＩＣＴの積極的利活用
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

①　公共施設の民営化推進

1 公立保育園の民営化 　多様化する保育ニーズ
に対応するため、民間の
活力を導入し、運営主体
の特性を生かした多様な
保育の提供を図るととも
に、財政の効率化を図
る。

　本市には、公立１８園
(うち児童館保育１)、私
立５園の保育園があり、
全国平均と比べ、公立保
育園の割合が高い。
　全国平均　５４％
　敦賀市　　７８％

　平成２１年度までに、
５園民営化する。

　対象園は総合的に判断
　運営主体は公募のう
え、選定委員会により審
査し、決定
　関係者への説明会の開
催

2 公共施設建設等の民間協
働方式の検討

　民間資金、経営能力、
技術能力を活用し、建設
経費の削減と品質の向上
を図る。
　中心市街地の活性化、
住環境の整備、定住人口
の増加を図る｡

　各施設建設及び管理を
市の直轄方式で行ってい
る。

　民間資本による特定優
良賃貸住宅及び高齢者向
け優良賃貸住宅の建設を
推進する｡
　建設費・家賃補助を実
施する。

3 公立幼稚園の統廃合・民
営化

　多様なニーズへの対応
及び幼稚園経営の効率化
を図る。

　少子化の影響により、
公立幼稚園の児童数が減
少している。
　定数　２４５名
　児童数１２０名
　（充足率４９％）

　今後、公立幼稚園の入
所児童数を見極め、北幼
稚園と松陵幼稚園の統廃
合、民間への業務委託を
検討し、効率的経営を図
る。

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容

基 本 方 針

基 本 項 目

取 組 課 題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

１園移管
パブリックコメン
トの実施

１園移管 ２園移管 １園移管 児童家庭課

特定優良賃貸住宅
６戸建設
家賃補助２８戸

高齢者向け優良賃
貸住宅１０戸建設
家賃補助１５戸

特定優良賃貸住宅
２１戸建設予定
家賃補助３４戸

高齢者向け優良賃
貸住宅２５戸建設
家賃補助２５戸

特定優良賃貸住宅
２０戸建設予定
家賃補助５５戸

高齢者向け優良賃
貸住宅２５戸建設
家賃補助５０戸

特定優良賃貸住宅
６戸建設予定
家賃補助７５戸

高齢者向け優良賃
貸住宅１０戸建設
家賃補助７５戸

特定優良賃貸住宅
６戸建設予定
家賃補助８１戸

高齢者向け優良賃
貸住宅１０戸建設
家賃補助８５戸

建築住宅課

統廃合、民営化の
検討開始

パブリックコメン
トの実施
構築、試行

実施 学校教育課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

②　ＰＦＩ手法の導入推進

4 駅西地区の再整備 　民間資本等を活用し、
まちの活性化及び経費の
節減を図る。

　駅西地区には、低未利
用のＪＲ用地等が多く
残っている。

　駅西地区の賑わいの持
てるまちづくりを行うた
め、土地区画整理を実施
し、民間資本等を活用し
た施設機能の再整備を行
う。

　駅周辺整備構想策定委
員会による土地利用の基
本的条件整備
　民間による施設整備

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本方針

基本項目
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

委員会の開催 委員会の開催
パブリックコメン
トの実施
事業化コンペ実施

区画整理 区画整理 民間資本等の導入
（完了：平成２４
年度）

駅周辺整備
課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

③　市場化テスト（官民競争入札）の導入

5 市場化テスト（官民競争
入札）の導入検討

　公共サービスの質の向
上及び経費の節減を図
る。

　行政の民間開放を推進
する新たな手法である
「市場化テスト」につい
ては、国において試験運
用をしている段階である
が、その導入に向けた検
討が必要である。

　検討組織を設け、本格
導入に向けた検討を行
う。
　　国や他自治体の導入
　状況の把握
　　他制度との比較検討
　　本市における導入の
　検討

　検討組織の結果を受
け、各担当部局で詳細検
討する。

基 本 方 針

基 本 項 目

取 組 課 題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

検討組織の設置及
び検討

検討の結果により
各部局で導入の詳
細検討
パブリックコメン
トの実施

総務課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

④　指定管理者制度の活用

6 (指定管理者制度の導入)
中池見

　多様化する住民ニー
ス゛に効果的、効率的に
対応するため、民間の豊
かな発想で、中池見の利
用活用を図ると共に、経
費の節減等を図る。

　施設等の管理運営とし
て、嘱託1名を配置して
いる。
　維持、管理運営及び環
境に関する体験学習等を
業務委託している。
　動植物等の保全及び注
目種のモニタリングを業
務委託している。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

7 (指定管理者制度の導入)
駅前駐車場・駐輪場

　住民ニーズに対応した
効果的、効率的な質の高
いサービスを提供する。

　駐車場は、市で管理し
ているが、一部民間に委
託している。
　駐輪場は、市で管理
し、放置自転車対策をシ
ルバー人材センターに委
託している。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

8 (指定管理者制度の導入)
福祉総合センター
やまびこ園
知的障害者通所授産所

　住民ニーズに対応した
効果的、効率的な質の高
いサービスを提供する。

敦賀市福祉総合センター
　敦賀市社会福祉協議会
に管理委託している。
【管理委託料】

敦賀市立やまびこ園・敦
賀市立知的障害者通所授
産所
　敦賀市社会福祉事業団
に委託している。
【支援費】

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

9 (指定管理者制度の導入)
職業訓練センター

　住民ニーズに対応した
効果的、効率的な質の高
いサービスを提供する。

　センターの施設・設備
の保全、清掃等を委託し
ている。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

10 (指定管理者制度の導入)
きらめき温泉リラ・ポー
ト

柔軟な施設利用を図る。 　施設の管理運営の一部
を民間に委託している。
　平成１７年度に、運営
に関する調査を実施。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

11 (指定管理者制度の導入)
きらめきみなと館

柔軟な施設利用を図る。 　現在直営で運営してい
る。
　平成１７年１２月に３
Ｄ映画部門の廃止が決
定、その後の活用方法と
して、小ステージ・オー
プンカフェ・楽屋・控
室・会議室・の設置改造
を提案。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

12 (指定管理者制度の導入)
黒河農村ふれあい会館

住民ニーズに対応した効
果的、効率的な質の高い
サービスを提供する。

　黒河農村ふれあい会館
管理運営委員会に管理委
託している。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

№ 改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本方針

基本項目

取組課題

実施事業

10



１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

中池見の維持管理
体制の検討

指定管理者制度移
行の検討

条例の制定
指定管理者の募集
・選定

業務開始 環境課

検討 条例の改正
指定管理者の募集
・選定

業務開始 生活防災課
駅周辺整備
課

条例の改正
指定管理者の募集

指定管理者の選定
業務開始

福祉保険課

条例の改正
指定管理者の募集

指定管理者の選定
業務開始

商工観光課

調査・検討 パブリックコメン
トの実施
条例の改正
指定管理者の募集
・選定

業務開始 商工観光課

検討 条例の改正
指定管理者の募集
・選定

業務開始 商工観光課

条例の改正
指定管理者の募集

指定管理者の選定
業務開始

農務課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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13 (指定管理者制度の導入
検討)
公設地方卸売市場

　公設市場の公平な利用
と公共性を持った市民
サービスの向上を図る。

１取扱量の減少
　　小売業の減少、生産
　者の高齢化
　　生産者と消費者との
　連携による直販所の増
　加
　　魚市場の分離による
　人的減少
　　関連店舗の撤退
２維持管理の増加
　　昭和５９年開設。経
　年による老朽化の進捗

　指定管理者制度の導入
を検討する。

14 (指定管理者制度の導入)
きらめきスタジアム
武道館
花城テニスコート

　住民ニーズに対応した
効果的、効率的な質の高
いサービスを提供する。

　職員と民間委託で管理
している。

　指定管理者制度を導入
する。
　　条例の改正
　　指定管理者の募集・
　選定

15 (指定管理者制度の導入
検討)
総合運動公園

　住民ニーズに対応した
効果的、効率的な質の高
いサービスを提供する。

　職員と民間委託で管理
している。敦賀市都市公
園条例及び敦賀市教育委
員会に対する事務委任規
則に基づき運営管理して
いる。

　指定管理者制度の導入
を検討する。
総合運動公園内施設（陸
上競技場、野球場、テニ
スコート、体育館、多目
的広場、ゲートボール
場、弓道場、プール、ト
レーニング室、ちびっ子
広場の１０施設）及び公
園内管理業務

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容

12



１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

情報収集 検討 検討 検討結果による導
入の判断

公設地方卸
売市場

（きらめきスタジ
　アム）
条例の改正
指定管理者の募集

（きらめきスタジ
　アム）
指定管理者の選定
業務開始

（武道館・花城テ
　ニスコート）
条例の改正
指定管理者の募集
・選定

（武道館・花城テ
　ニスコート）
業務開始

スポーツ振
興課

検討 検討 検討結果による導
入の判断

都市計画課
総合運動公
園

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

⑤　民間委託等の推進

16 漁業・農業集落排水施設
の維持管理統合

　一元管理による経費の
節減を図る。

　各汚水処理場施設ごと
に各管理業者に維持管理
業務を委託している。

　集落排水施設全体を統
合して維持管理業務を一
括で委託する。

17 学校給食センター委託業
務内容の拡大

経費の節減を図る。 　平成１５年度から一部
業務について民間委託を
行っている｡
　平成１５年度～
　　　給食配送業務
　平成１６年度～
　　　学校給食調理業務

　地域経済の状況を十分
配慮しながら、物資購入
及びボイラ－の運転管理
業務、調理機器管理等を
委託する。

18 図書館業務の一部民間委
託

　図書館業務の効率化及
びサ－ビスの向上を図
る。

　職員１０名（臨時含
む）で交代勤務、土日勤
務をロ－テ－ションで運
営している。
　利用者が多い土日祭日
や夜間８時までの延長開
館時には、補助としてシ
ルバ－へ委託している。

　管理業務を除きカウン
タ－業務、書架整理、配
架業務等の一部を民間委
託にする。
　窓口業務の一部民間委
託化により開館日の拡大
（図書整理期間の縮小）
や開館時間の延長（１９
時まで）を実施する。

現　　状 取組内容

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的

基本方針

基本項目
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

調査・検討 調査結果により、
具体的な管理運営
について検討委員
会を設置し、検討

検討継続 実施 下水道課

検討開始 検討 試行
検証

試行
構築

実施 学校給食セ
ンター

検討開始 委託業者の選定
研修

実施 図書館

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

⑥　既存施設の利活用と公共施設のあり方の見直し

19 農家高齢者創作館の見直
し

　経費の節減を図る。 　伝承料理講習会等の開
催に使用しているが、年
間利用回数は５回程度
で、その他の利用がほと
んどない。

　昭和５３年度に国庫補
助金で建設されているた
め、起債等の調査を進
め、有効利用又は、廃止
の方向で検討する。

20 小中学校の統廃合に伴う
廃校施設の有効活用の推
進

　廃校後の施設の有効活
用と効率的な運営を図
り、地域の賑わいの創出
と活性化を推進する。

　住民にとって最も身近
な公共施設である学校が
廃校となることにより、
地域の衰退が懸念され
る。
　廃校後の施設について
は、地域の実情を考慮し
た有効活用と運営の効率
化が課題となる。

　廃校後の施設につい
て、地域住民等が参画し
た施設活用検討委員会に
おいて検討し、地域の活
性化と市民の交流ができ
る施設として整備する。

21 小中学校の適正配置 　充実した学校教育の実
現を図る。

　敦賀市立小中学校適正
配置等審議会を開催し、
中学校を軸にした適正配
置、適正規模について検
討する。

敦賀市立小中学校適正配
置等審議会設置条例に基
づく審議会の開催
統廃合の実施

22 図書の利用推進 　市民の利便性向上及び
公民館の利用拡大を図
る。

　移動図書館車で月１回
町内を巡回しているが、
時間的制約もあり特定の
利用者に限られている。

①粟野公民館を利用し
２，０００冊以上の資料
を配架
②学校、保育園、老人施
設の２５ケ所に１か月の
期間、資料の貸出
小学校
大規模校７校　３００冊
中規模校４校　１００冊
小規模校５校　　５０冊
保育園　７園　　５０冊
老人施設２園　　５０冊

取組内容

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状

基本方針

基本項目
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

有効利用又は、廃
止の調査、検討

継続調査、検討
パブリックコメン
トの実施

実施 農務課

旧愛発小中学校施
設活用計画検討委
員会を設置
有効な施設の活用
策、運営方法を検
討

旧葉原小学校施設
活用計画検討委員
会(仮称)を設置
有効な施設の活用
策、運営方法を検
討

効率的な施設の活
用

教育委員会
総務課

敦賀市立小中学校
適正配置等審議会
設置条例の制定

審議会開催、検討 審議会答申 具体案の作成 実施 学校教育課

検討 実施 図書館

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

⑦　構造改革特区や地域再生計画への積極的な取組み

23 構造改革特区・地域再生
計画の申請

　まちの活性化及び多様
な行政課題の解決を図
る｡

　平成１７年度に地域再
生計画「敦賀市『清らか
な水の再生』計画」が認
定された。
　特区の認定はなし。

　実施計画ヒアリング及
び基本計画策定作業の中
で課題を抽出し、構造改
革特区や地域再生計画の
申請メニューがあれば認
定申請を行い、申請メ
ニューがなければメ
ニューに加えられるよう
提案の上、認定申請を行
う。

№ 実施事業 改革・改善目的

基本方針

基本項目

取組課題

現　　状 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

敦賀市『清らかな
水環境の再生』計
画の認定
１件申請

地域再生計画１件
申請又は１件提案

構造改革特区１件
申請又は１件提案

企画調整課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

１　経営感覚をもった効率的行政主体の確立

⑧　地方公営企業の経営健全化

24 水道事業の効率的な運営
の実施と質の高いサービ
スの提供

　維持管理費のコスト削
減を図る。
　業務の民間委託を拡大
する。
　計画的な事業の見直し
を図る。（費用対効果、
有収水量のアップ）

　水質検査、検針業務、
浄水場の保守点検につい
ての業務については、外
部委託を実施している。
　石綿セメント管（老朽
管）の布設替を平成９年
から実施している。

　窓口・浄水場管理業務
の民間委託を図る。
　計画的な石綿セメント
管の更新など、ライフラ
イン機能の向上を図る。
　５ヶ年計画で有収率９
０％以上を目指す施策を
実施する。
　石綿セメント管布設替
　漏水調査
　洗管作業

25 水道料金の確実な回収 　消費者の公平性を確保
し、経営基盤の強化を図
る。

　年々滞納者が増加して
いるため、夜間徴収を実
施しているが、決定的な
解決策となっていない。

　夜間徴収を毎月２回以
上の実施を継続する。
　水道無断使用をなくす
ため定期的に調査を実施
する。
　指定給水装置工事事業
者への指導の強化する。
　滞納者への給水停止を
平成１７年度より実施す
る。

26 水道料金の見直し 　受益者負担の適正化を
図るとともに経営基盤の
強化を図る｡

　水道の普及率が９６％
近く達成している。水道
資産は、老朽化に伴い更
新期を迎えている。

　経常収支は、今のとこ
ろ黒字基調を維持してい
るものの、水道料金の収
入も横ばい或いは減少す
る傾向にあり、今後、財
政状況がますます厳しく
なると予想される。地域
水道ビジョンを策定し、
その地域の特性に合った
運営形態に進化させ、料
金体系の再構築など運営
基盤の強化を推し進め
る。

27 病院経営の健全化 　経営の効率化及び患
者・市民サービスの向上
を図る｡

　医師不足により収益が
減少している｡
　病院への市民ニーズが
多様化・高度化してい
る。

医師確保
職員配置の適正化
人間ドックの充実
電子カルテシステムの構
築
物品管理システムの導入

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本方針

基本項目
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

石綿セメント管布
設替２,５００ｍ
漏水調査
洗管作業

石綿セメント管布
設替２,５００ｍ
漏水調査
洗管作業
有収率１％増
窓口業務委託のシ
ステム仕様検討

石綿セメント管布
設替２,５００ｍ
漏水調査
洗管作業
有収率１％増
窓口業務委託のシ
ステム構築

石綿セメント管布
設替２,５００ｍ
漏水調査
洗管作業
有収率１％増
窓口業務委託試
行・検証
浄水場管理業務委
託検討

石綿セメント管布
設替２,５９３ｍ
漏水調査
洗管作業
有収率１％増
窓口業務委託の実
施
浄水場管理業務委
託仕様書作成

上水道課

夜間徴収の実施
給水停止の実施

実施継続

指定事業者への指
導強化

実施継続 実施継続 実施継続

料金未納率2.0％
以内を達成する。

上水道課

地域水道ビジョン
の調査、研究

地域水道ビジョン
の策定
（パブリックコメ
　ントの実施）

検討委員会での意
見調整

料金改定の判断 上水道課

医師派遣要望の強
化
物品管理システム
の検討・構築

医師派遣要望
電子カルテシステ
ムの導入準備
物品管理システム
導入

医師派遣要望
２日ドック受入５
０％増
電子カルテシステ
ムの構築
診療材料費１０％
減
平均在院日数２１
日以内

医師派遣要望
人件費割合６０％
以内
電子カルテシステ
ム完全実施

医師派遣要望
医師４２名体制
平均在院日数１７
日以内

病院事務局

担当課
実　　　施　　　年　　　度

21



Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

２　住民との連携、協働活動の推進

①　地域協働の推進

28 区長事務の手引きの作成 　区長事務活動について
のマニュアルを作成し、
地区行政の円滑な運営に
資するとともに、市から
区長に依頼する事務内容
や区長が行う事務を明瞭
にすることにより、各地
区と市の連携を深める。

　市から区長に依頼する
事務は、市への要望の取
りまとめ、市からの配布
物の各世帯への配布など
慣例的に行っているもの
が多い。
　市からの依頼等が、全
体として整理されていな
い。

　区長事務に役立つ必要
情報や様々な様式を網羅
した「区長事務の手引
き」を作成する。
　作成にあたっては区長
連合会と市が協働で内容
を検討し、必要情報をと
りまとめる。

29 市民活動推進室の設置 　行政の簡素化及び市民
活動団体育成の観点か
ら、市民活動推進体制を
構築する。

　市民活動団体は個々に
活動を行っており、団体
同士の連携や情報の共有
化が図られていない。

　市民活動団体の活動拠
点となり、団体同士の連
携を図る市民活動推進室
を設置する。
業務内容
①ＮＰＯ法人の設立相談
②ボランティア団体等の
　活動に伴う各種相談
③学習会・研修会等によ
　る人材育成
④活動を希望する市民へ
　の情報提供

30 地域社会における個性豊
かなまちづくりの推進

　地域社会における連帯
感の醸成及び自治意識の
向上を図るとともに、地
区の実情に応じた個性豊
かなまちづくりを推進す
る。

　地域社会の連帯感が欠
如し、そのことが地域の
安全、安心をも阻害する
要因となっている。

　地域の公募委員からな
る自治振興会（仮称）に
より、創意工夫によるま
ちづくり事業を計画し、
実施する。
　　地区のメンバーを公
　募し、自治振興会（仮
　称）を組織
　　地域じまんづくり事
　業計画の策定
　　審査会で審査後、地
　域じまんづくり事業を
　実施

31 ごみの減量とリサイクル
の推進

　循環型社会構築のた
め、1人１日平均排出量
の低減及びリサイクル率
の向上を図る。

平成１６年度 １人１日
平均排出量１,１３１ｇ
(福井県 H15 ９７４ｇ)

平成１６年度　リサイク
ル率　１６．２%
(福井県 H15 １８.６%)

　ごみの分別・保管から
ステーションでの集積、
収集、リサイクルに至る
までの、本市に最も適し
たリサイクル基本計画を
策定する。
　ごみの分別、古紙回
収、買物マイバック持参
運動等を推進する。

環境基本計画での目標値
(目標年次　平成２４年)
１人１日平均排出量
７５３g
リサイクル率　３１%

基本項目

取組課題

№ 実施事業 取組内容

基本方針

改革・改善目的 現　　状
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

手引きの内容検討
手引き作成

総務課

市民活動推進室の
設置検討

市民活動推進室の
設置

企画調整課

モデル地区（愛発
地区）
自治振興会（仮
称）を組織
計画策定
審査会開催

事業実施 実施継続 実施継続 企画調整課

リサイクル基本計
画検討開始
リサイクル検討委
員会設置

リサイクル基本計
画策定
（パブリックコメ
　ントの実施）
リサイクル検討委
員会開催

リサイクル基本計
画に基づき、可能
な施策から順次実
施

実施継続 実施継続 廃棄物対策
課
清掃セン
ター

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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32 里山の森林づくりの推進 　里山の森林づくり推進
実行委員会の主体的な運
営ができるよう組織の構
築を図り、森林づくりの
リーダーを中心とした自
発的な活動体制の強化を
図る。

　平成１５年度に自主的
な森林整備の促進を図る
里山の森林づくり推進実
行委員会を設立したが、
市に事務局を置き、市の
事業として実施してい
る。

　主体的に事業計画を実
施できるよう実行委員会
で事務局を持ち、市民が
自主、自発的な活動がで
きる体制を構築する。
　市は、補助金を交付す
るとともに、活動の拠点
を提供し活動を支援す
る。

33 土地利用調整と景観形成
の推進

　無秩序な土地利用を指
導することにより、良好
な土地利用を推進する。
　また、市民自らが地区
の特性を生かしたまちづ
くりに取り組み、景観づ
くりを推進する。

　無秩序な土地利用が見
られ、良好な市街地の形
成及び良好な景観が損な
われている。

　敦賀市土地利用調整条
例及び敦賀市景観条例に
基づき基本計画を策定
し、地域の特性にあった
まちづくりを推進する。

34 地域住民との協働による
公民館運営の活性化の推
進

　これまでの行政中心の
公民館運営から地域住民
との協働による公民館運
営の推進を図る。

　平成１７年度より北・
南公民館長に地域の人材
を任用し、地域の特色あ
る公民館運営を目指して
いる。

　平成２０年度を目途に
全ての公民館で民間館長
を任用し、地域住民との
協働による公民館運営の
活性化を推進する。

35 校下補導員の導入 　各小学校の校下補導員
を新しく委嘱し、下校時
における危険個所や従来
の場所等を広く補導巡視
し、不審者への対応と非
行の未然防止に努める｡

　愛護センター専属の補
導員により補導巡視して
いるが、目の行き届かな
い場合もある。

　校下補導員に関する検
討会を設置し、検討す
る。

　各小学校校下､愛護セ
ンター専属補導員の選任
　報償費･補導員退職年
齢の見直し

現　　状№ 実施事業 改革・改善目的 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

自主運営化の検討 試行、調整 完全実施 実施継続 実施継続 林務水産課

土地利用調整条
例、景観条例及び
まちづくり審議会
設置条例の制定

条例の施行
条例に基づく取組
み
基本計画の策定

実施継続 実施継続 実施継続 都市計画課

民間公民館長
の任用（２館）

民間公民館長
の任用（２館）

民間公民館長
の任用（２館）

民間公民館長
の任用（３館）

生涯学習課

検討開始
　報償費、補導員
　定年の見直

検討
　検討員の選任
  検討会の実施

構築､導入 完全実施 少年愛護セ
ンター

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

２　住民との連携、協働活動の推進

②　市民参画の推進

36 電子会議室の開催 　電子会議室の開催によ
る特定事業に対し市民意
思を反映させる。

　平成１６年度は開催実
績なし。平成１５年度以
前は開催していたが、多
数の参加が得られず、開
催方法等について検討中
である。

　電子会議室を開催し、
市民から意見を得る。
多数の参加が得られる方
法を検討し、実施する。

37 男女共同参画社会の推進 　地域、事業所推進員を
中心にリーダー等の養成
を行い、「男女共同参画
社会」の実現に向けて一
層の推進を図る。

　敦賀市の各種審議会、
委員会等、地域社会にお
いての重要ポストにおけ
る女性の登用率は、平成
１７年４月１日現在２
０．９８％である。

　行政、地域、事業所に
おいて積極的な女性の登
用を図るための体制づく
り及び地域住民の人材発
掘、育成を図る。
地域・事業所における男
女共同参画推進員による
積極的な男女共同参画の
啓発及び市民参画事業
「フォーラム」の開催や
公募委員による広報紙
「りぷる」を発行する。
目標：２２年度
　　　登用率３０％

38 障害福祉計画の策定 　障害者自立支援法の基
本指針に即し、障害福祉
サービス、相談支援及び
地域生活支援事業の提供
体制の確保に関する「障
害福祉計画」を策定す
る。

　 障害者自立支援法の
成立により、３年を１期
とする「障害福祉計画」
の策定が義務付けられ
た。

　策定委員会を設置し、
市民や当事者から住民
ニーズを的確にとらえ計
画に反映する。
　策定内容は、各年度ご
とのサービス種類ごとの
見込量とその確保のため
の方策を策定する。

39 公園施設の維持管理の取
組

　地域住民と行政の連携
強化と地域住民の公園施
設の維持管理を推進す
る。

　地区及びボランティア
による公園清掃作業を実
施しているが、公園数の
増加に加え、社会奉仕作
業の不参加が見られる。

　行政と一体となった管
理体制を確立する。

　　地域住民への維持管
　理活動の協力依頼
　　ボランティア制度の
　構築

40 魅力ある駅舎の整備 　平成１８年秋の直流化
開業に伴い、交流促進に
向けて敦賀駅は玄関口と
してますますその役割は
増していくと考えられ
る。
　敦賀駅として特徴ある
駅舎改築と、高齢者や身
障者等に安全でやさしい
魅力ある駅とするため、
市民の意見を取り入れ整
備する。

　昭和２６年に建築され
た駅舎であり、また、
「敦賀市交通バリアフ
リー基本構想」の中で、
重点整備地区の中心であ
る敦賀駅のバリアフリー
化整備が位置付けられ、
改築の必要性がある。

　一般公募委員を含む駅
周辺整備構想策定委員会
を設置し、駅舎整備の基
本方針をまとめる。
また、アンケートやワー
クショップを開催し、意
見を委員会において集約
する。

平成２１年度　工事開始
平成２２年度　完成

改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本方針

基本項目

取組課題

№ 実施事業
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

検討開始
電子会議室に対す
る参加方式の検討
検討会の開催

電子会議室を１回
以上開催

実施継続 実施継続 実施継続 企画調整課

　「つるが男女共
同参画プラン」見
直しのため市民意
識調査の実施

　「つるが男女共
同参画プラン」の
見直しを審議会で
検討
平成１９年３月策
定

　女性リーダーの
養成及び審議会等
への積極的登用を
促進

実施継続 実施継続 男女共同参
画課

策定委員会の設置
アンケート・パブ
リックコメントの
実施
計画の策定

計画に基づくサー
ビスの確保

計画に基づくサー
ビスの確保
計画見直し

計画に基づくサー
ビスの確保

福祉保険課

地域で管理可能な
公園について、地
区住民による維持
管理を協力要請

協力要請継続
公園管理につい
て、地区の管理状
況や管理方法のア
ンケート実施

協力要請継続
ボランティア制度
の検討

協力要請継続
ボランティア制度
の確立

協力要請継続
ボランティア制度
の実施

都市計画課

委員会設置・検討
開始
アンケート実施・
取りまとめ
ワークショップの
開催

委員会で検討
基本設計構築

基本設計導入 実施設計の導入 改築工事実施 駅周辺整備
課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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41 敦賀っ子教育の推進 　敦賀っ子教育推進プラ
ンⅡを核として、市民と
の連携と積極的な市民参
画を呼びかけながら、
小・中学校の更なる教育
力と生きる力の向上を図
る。

　敦賀っ子教育審議会、
学校教育研究委員会、
ワーキンググループの３
つの会議を実施し、小・
中・高の連携を図りなが
ら、教職員の職務能力と
資質向上、児童生徒の学
力保証と学力向上を図る
ための研究を実施してい
る。

　敦賀っ子教育審議会、
学校教育研究委員会、
ワーキンググループの３
つの会議を継続し、小・
中・高の連携を更に充実
させながら、今後、地域
や家庭、学校との連携を
図りながら、敦賀っ子教
育の質の向上を図る。

取組内容実施事業 改革・改善目的 現　　状№
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

敦賀っ子教育審議
会、学校教育研究
委員会、ワーキン
ググループの３つ
の会議を実施

学力向上、資質向
上の具体策の検討

学力向上、資質向
上の具体策を各学
校において実践
し、検証

実施継続 実施継続 学校教育課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅰ　効率的かつ自律した行政主体の確立

２　住民との連携、協働活動の推進

③　災害弱者への対応

42 災害時要援護者避難支援
体制の確立

　災害時要援護者の災害
時における地域ぐるみの
避難体制の整備及び要援
護者が住み慣れた地域で
安心して生活ができる地
域づくりの推進を図る。

　ひとり暮らしの高齢者
自身については、民生委
員の訪問活動によりその
状況は把握可能である
が、障害者等については
個人情報の保護の観点か
らその支援者の確認もで
きておらず、災害時の避
難体制は不備の状況であ
る。

　要援護予定者3,200名
と地域支援者に対し説明
会・チラシ等で制度の周
知を図る。
　要援護者からの登録申
請を受けて台帳を作成整
備し、地域支援者等にそ
の情報を提供するととも
に、要援護者全員の登録
に努める。
　地域における日頃の見
守りと災害時における地
域ぐるみの支援体制の確
立を図る。

43 洪水ハザードマップの更
新

　県による笙ノ川の浸水
想定区域の公表に伴うハ
ザードマップの見直しを
行い、災害時における避
難場所の事前周知を図
る。

　県の資料に基づき、市
において予想した浸水予
想区域による敦賀市洪水
ハザードマップを作成し
ている。

　水防法により浸水想定
区域の公表及び市長への
報告に基づき、浸水区域
の見直しによるハザード
マップの更新

取組課題

№

基本方針

基本項目

現　　状 取組内容実施事業 改革・改善目的
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

災害時要援護者避
難支援推進協議会
の設置
避難支援制度の啓
発講演会の実施

災害時要援護者防
災マニュアルの作
成
登録作業開始
台帳作成

避難支援体制の確
保
登録作業の継続

実施継続 実施継続 福祉保険課

県浸水想定区域の
発表による見直
し、検討

敦賀市洪水ハザー
ドマップの作成、
全戸配布

土木課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

１　組織の効率的運営

①　組織の柔軟な対応

44 プロジェクトチームの見
直し

　組織横断的プロジェク
トチームの設置等、各種
政策課題に対し、より柔
軟かつ機動的に対応でき
るシステムを構築する。

　地方分権化の進展に伴
い、政策課題も増加の一
途をたどっており、その
内容も多様化、高度化、
複雑化してきている。こ
うした政策課題に対して
は、従来の縦割り組織で
は、迅速、的確に処理で
きない。

 組織横断的プロジェク
トチームの設置に伴う弊
害、問題点等を検討し、
最適化を図り設置を促進
する。

（設置数５～１０）

45 窓口業務の改善 　時間延長窓口を増や
し、市民満足度の向上を
基本にした窓口づくりを
推進する｡

　受付時間の延長を毎週
金曜日に市民課で実施し
ている｡
受付時間
（平日）
　８：３０～１７：１５
（金曜日）
　８：３０～１９：００

　受付時間を延長する窓
口の拡大を図る。
　また、繁忙期における
ワンフロア窓口の試験的
導入を通じ、窓口業務の
改善を図る｡

基本項目

取組課題

基本方針

実施事業№ 改革・改善目的 取組内容現　　状

32



１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

検討・設置 検証
必要により、見直
し

実施継続 実施継続 総務課

検討開始 試行
アンケート調査

問題点を検証し、
再検討

実施継続 実施継続 市民課
各課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

１　組織の効率的運営

②　組織の弾力的運用

46 職員配置の弾力的運用 　組織のスリム化に伴う
絶対的な労働力不足に対
し、短期雇用者で対処す
るのではなく、組織内で
余裕のある職員を柔軟に
シフト、配置替により対
処できるようにする。こ
れにより、効率的組織運
営＝経費節減を図る。

　職員間では、職務分担
意識が強く、協働作業に
より、効率的、合理的に
事務処理を行うという意
識が希薄である。した
がって、事務繁忙期にお
いては、短期雇用又は、
超過勤務により対処して
おり、非効率的である。

　簡易な方法で組織を弾
力的に運用できるシステ
ムを構築する。

取組課題

基本項目

基本方針

現　　状 取組内容№ 実施事業 改革・改善目的
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

問題点等を検討
し、効率的かつ合
理的なシステムの
構築

システムの試行、
検証
必要により、見直
し

総務課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

２　定員管理、給与の適正化等の推進

①　定員管理の適正化

47 職員数の適正化 　事務・事業の整理、合
理化、組織体制の見直し
により、職員数の削減を
実施する。

　前回の行政改革期間中
（平成１４年度～１６年
度）の３ヵ年において、
一般行政職７４名を削減
した。（７４７名⇒６７
３名）

　今後行政のスリム化を
推進する一方、職員個人
の能力向上により、絶対
的余剰労働力を生み出
し、行政サービスの低下
に繋がらないよう配慮し
つつ、一般行政職の削減
を図る。
　今後５年間で一般行政
職員を８．６％削減す
る。（６４２名⇒５８７
名）

48 農業委員定数の適正化 　農業戸数、農地面積の
減少に伴い、組織のスリ
ム化と業務の効率的運営
を図る。

定数　２１人
　　選挙委員１５人
　　選任委員　６人

　委員により、適正な委
員定数を検討し、見直し
を図る。

現　　状 取組内容№ 実施事業

取組課題

改革・改善目的

基本方針

基本項目
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

Ｈ18.4.1職員数
（医療職を除く）
６３０名以内

Ｈ19.4.1職員数
（医療職を除く）
６２０名以内

Ｈ20.4.1職員数
（医療職を除く）
６１０名以内

Ｈ21.4.1職員数
（医療職を除く）
６００名以内

Ｈ22.4.1職員数
（医療職を除く）
５８７名以内

総務課

委員定数の検討 検討継続
条例の改正
実施

農務課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

２　定員管理、給与の適正化等の推進

②　給与の適正維持

49 特殊勤務手当の見直し 　特殊勤務手当制度の趣
旨、業務の内容を踏まえ
つつ制度・運用を適正化
することにより市民の納
得と支持を得る。

　最近、一部の地方公共
団体において、諸手当の
支給に当たって不適正な
運用等が住民の厳しい批
判を受けている。
　本市の特殊勤務手当に
ついて、１４種類が規定
されており、市民の理解
を得るためにも、これら
の手当について再点検及
び見直しが必要である。

　現在１４種類ある特殊
勤務手当全てを点検し、
廃止を含めて見直す。

実施事業№

基本方針

基本項目

取組課題

改革・改善目的 現　　状 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

１４種類の特殊勤
務手当について検
討
結果を公表

総務課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

２　定員管理、給与の適正化等の推進

③　福利厚生事業の適正化

50 職員互助会事業の見直し 　福利厚生事業の適正化
を図る。

　会費に比して公費補助
額が多い。
　利用頻度が少ない事業
や利用が特定の者に限ら
れている事業を継続して
実施している。

　交付金の額を会費と同
額とする。
　利用頻度が少ない、利
用が特定の者に限られる
事業の廃止・縮減する。
　給付要綱を改正する。
（給付額の減額）

基本方針

基本項目

取組課題

№ 取組内容改革・改善目的 現　　状実施事業
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

公費負担を会費と
同額に減額
互助会事業の廃
止、縮減
給付要綱の改正

公費負担額及び事
業内容の再検証、
見直し

実施継続 実施継続 実施継続 総務課
病院総務課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

３　人材育成の推進と適正な能力評価の実現

①　人材育成基本方針に基づく総合的な人材育成

51 職員研修の見直し、充実 　行政課題等を的確に捉
え、柔軟な発想による政
策の立案、実施能力を持
つ職員を育成する。
　職員が相互に能力を高
め合う環境を整備する。

　職員内部の講師による
研修を実施していない。
　ＯＪＴが不十分であ
る。
　職員の研修にあたって
の目的意識が希薄であ
る。
　ニーズ（各職場・職
員）に合った研修がされ
ていない。

・政策課題研修の実施
・内部講師（自治大卒業
者、アカデミー研修講師
養成課程修了者等）を育
成し、内部講師主体によ
る庁内研修の企画・実施
・各課に人材育成推進員
を設置し、各職場、職員
の研修ニーズを吸い上
げ、推進員による検討会
内で集約し、研修の企
画・立案・実施
・研修をメニュー化し、
職員が希望する研修を選
択する選択性研修の検討

取組内容

基本方針

基本項目

取組課題

改革・改善目的 現　　状№ 実施事業
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

政策課題研修の実
施

政策課題研修及び
内部講師による研
修の実施
人材育成推進員制
度、選択性研修の
検討

人材育成推進員制
度、選択性研修の
試行

人材育成推進員制
度、選択性研修の
導入

実施継続 総務課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅱ　効率的な経営組織の確立

３　人材育成の推進と適正な能力評価の実現

②　能力・成果主義に基づく人事管理

52 人事考課制度による勤務
実績の反映

　勤務実績の反映によ
り、職務・職責に応じた
給与体系を確立すること
で、職員全体の公務能率
の増進を図る。

　人事考課制度は試行期
間４年を経過し、職員へ
の定着化という当初の目
的は達成している。
　今後は処遇面への反映
をどう実践していくかが
課題である。

勤勉手当への反映
昇給管理
昇任管理
成績による降格制度

実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本方針

基本項目

取組課題

№
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

人事考課制度の完
全定着化及び最終
検証

昇給管理及び勤勉
手当への反映（管
理職層）

昇任管理（係長試
験、管理職試験
等）

昇給管理及び勤勉
手当への反映（管
理職以外）

勤務成績による降
格制度の実施

昇給、勤勉、昇任
の実施継続

実施継続 総務課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅲ　自主性・自律性の高い財政運営の確保

１　効率的財政運営の確保

②　受益者負担の適正化と徴収率の向上

53 証明手数料・施設使用
料・督促手数料の見直し

　市民が分かやすい料金
体系を確立し、明確な算
定根拠による見直しの実
施体系を構築する。

　各種公共料金の中には
長期間金額が据え置かれ
ているものや、同様の施
設でも料金の均衡が必ず
しも図られていない場合
がある。

　公共料金の見直しにつ
いて、受益と負担の公平
確保、行政効率、効果等
を勘案し、公共料金の適
正化を図ることができる
金額を設定する。

54 管理職一斉徴収 　負担の公平や財源の確
保の観点から、全庁挙げ
て納付指導を行い、市民
の納税意識の高揚と滞納
削減を図る。

　市税等の滞納額が増加
傾向にある。

　管理職を始め全庁を挙
げて徴収を行う体制を整
備する。
　市税等滞納削減課長会
議で検討
　実施概要・要領の作成

55 行政サ－ビスの制限 　行政サ－ビスの制限を
することにより、受益と
負担を明確化する。

　市税等の滞納額が増加
傾向にある。

　補助金等受付時の納付
確認を制度化する。
　実施概要・要綱の作成
　各補助金要綱等改正

56 看護専門学校授業料等の
見直し

　学生の確保を図りなが
ら、授業料等の適正化、
学校経営の健全化に努め
る。

　看護専門学校における
授業料等は、平成６年に
開校して以来据置きと
なっている。
　１７年度現在では自治
体看護学校の平均的な額
となっている。
授業料　年間
　　　１２０，０００円
検定料　　５，０００円
入学金　６０，０００円

　県内自治体看護学校、
東海北陸地区自治体看護
学校の状況を調査し、検
討していく。
　他校と比べながら学生
を確保できる金額を検討
していく。

57 駅前駐車場料金の見直し 　受益者負担の適正化を
図る。

１時間無料
日中　１時間　１００円
夜間　２時間　１００円
１日　　　１，８００円

　ＪＲ直流化に伴う利用
者が増える見込みから、
長時間利用時の料金を改
正する。

58 市営住宅の駐車場使用料
徴収制度の導入

　受益者負担の適正化を
図る。

　駐車場使用料は徴収し
ていない。

　市営住宅の駐車場使用
料徴収制度の導入を検討
し、構築する。

59 公共下水道料金の見直し 　受益者負担の適正化を
図る。

　使用料金は昭和５８年
当時のままの低料金であ
る。

　受益者への負担増とな
るため、改定時期あるい
は改定方法の検討により
理解を得る方策を探る。

基本方針

基本項目

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

検討委員会の組織
現行料金体系の分
析
見直し額の検討

パブリックコメン
トの実施
見直し額の決定
周知

実施 総務課
各課

検討 実施 実施継続 実施継続 実施継続 収納課

検討 検討
パブリックコメン
トの実施
要綱作成

一部実施
各補助金要綱等改
正

実施 実施継続 収納課

調査、検討開始 調査、検討結果に
よる改定判断
（改定時：パブ
　リックコメント
　の実施）

調査、検討継続 調査、検討継続 調査、検討継続 看護専門学
校

利用状況調査
条例改正

実施 駅周辺整備
課

検討開始 他市の状況、社会
情勢、経営環境等
を調査
対象管理人との調
整

パブリックコメン
トの実施
駐車場使用料制度
構築

駐車場使用料制度
導入

建築住宅課

改定方法などの詳
細事項の検討

検討委員会などで
の意見聴取
パブリックコメン
トの実施
料金改定体系の構
築

議会承認、電算シ
ステムの変更など
諸手続きの完了

実施 下水道課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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60 市民福祉会館の使用料の
見直し

　受益者負担の適正化を
図る。

　利用料金
６５歳以上、身体障害
者・戦傷病者、幼児
　　　・・・　無料
６０歳以上６５歳未満
      ・・・　200円
一般  ・・・　500円
小学生・・・　250円

　公の施設などの利用に
当たっては、利用者と利
用をしない人との間での
「負担の公平」を考慮す
る必要があり、受益者負
担を図るために、利用者
に応分の負担を求める適
正な使用料設定を検討し
ていく。

61 保育料金の見直し 　受益者負担の適正化を
図る。

　国の基準の動向に合わ
せて料金を改定してお
り、平成１４年度から改
定していない。

　国の基準の改定に合わ
せ、料金の見直しを図
る。

62 放課後児童クラブの利用
料の見直し

　受益者負担の適正化を
図る。

月額   ４,０００円
（７月 ５,０００円
  ８月 ６,０００円）

　利用料を見直しすると
ともに利用時間延長によ
るサービスの拡大を図
る｡

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容

48



１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

使用料の調査、検
討
パブリックコメン
トの実施

高齢者等の使用料
の設定

実施 福祉保険課

調査・研究 検討
パブリックコメン
トの実施

実施 実施 児童家庭課

検討 パブリックコメン
トの実施
料金、時間延長の
決定

実施 児童家庭課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅲ　自主性・自律性の高い財政運営の確保

１　効率的財政運営の推進

③　経費の節減合理化等財政の健全化

63 各施設の保守管理委託料
の見直し

　委託の内容を見直し、
経費の節減に努める。

　前年度の委託内容を踏
襲している。

　法令等で定められたも
の以外は、原則として行
わない、また委託の仕様
内容を再検討する等、見
直しを行い、極力経費の
節減に努める。

64 前納報奨金制度の廃止 　納税に対する公平性の
確保と経費の削減を図
る。

平成１７年度前納報奨金
市県民税、固定資産税の
交付率０．５％
平成１８年度前納報奨金
市県民税、固定資産税の
交付率０．３％に改正

　経費の削減を図るた
め、平成２１年度に前納
報奨金制度を廃止する。

基本項目

取組課題

№ 実施事業 現　　状 取組内容改革・改善目的

基本方針
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

１８年度当初予算
要求段階で原則２
０％削減

見直し 財政課
各課

前納報奨金交付率
市県民税
固定資産税
０．５％

前納報奨金交付率
市県民税
固定資産税
０．３％

パブリックコメン
トの実施
条例改正

前納報奨金制度の
廃止

収納課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅲ　自主性・自律性の高い財政運営の確保

１　効率的財政運営の推進

④　補助金等の整理合理化

65 補助金等の見直し 　補助金等の内容を見直
し、経費の節減に努め
る。

　前年度の内容を踏襲し
ている。

　財政支援のあり方を抜
本的に見直す。
　整理統合や計画的な縮
減・廃止に取り組む。
　奨励的な補助金等につ
いては、原則として期限
を定める。

現　　状 取組内容改革・改善目的

基本方針

基本項目

取組課題

№ 実施事業
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

１８年度当初予算
要求段階で、原則
２０％削減

見直し 財政課
各課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅲ　自主性・自律性の高い財政運営の確保

２　公共工事の効率的執行

①　公共工事に係るコスト構造の改革

66 公共工事におけるコスト
縮減

　設計方法の見直し及び
建設資材の低コスト化を
図る。

　現在一般化している材
料等を使用している。

　公共工事に使用する材
料について、新規開発さ
れる効率的な製品、再生
された骨材・土砂等を有
効利用し、コスト縮減を
めざす。

67 建設資材のリサイクル推
進
（３Ｒ推進）

　現場内分別を徹底し、
工事におけるリサイクル
推進及びリサイクル材の
利用促進を図る。

　発注工事別に実施書を
提出している。

　設計・建設の各段階で
リサイクル推進に取り組
む。

　コスト縮減設計留意書
の作成
　現場内再利用計画書の
作成（再生資源利用率の
算出）
　改修工事における発生
材の抑制

基本方針

現　　状 取組内容改革・改善目的№ 実施事業

基本項目

取組課題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

新製品等の調査 新製品等の調査
工材として検討
コスト縮減施策の
実施

実施継続 実施継続 実施継続 土木課

コスト縮減５％

　発生土を現場内
で３０％再利用
　塩ビ排水管、Ｐ
Ｐ管について設計
段階で使用量の５
０％を採用

実施継続 実施継続 実施継続 実施継続 建築住宅課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅲ　自主性・自律性の高い財政運営の確保

２　公共工事の効率的執行

②　工事成果物の品質向上

68 環境と人にやさしい施設
づくり

　ライフサイクルコスト
の低減及び財政の効率
化・工事等経費の縮減を
図る。

　一部の新営建築物にお
いて計画、実施してい
る。

　工事の計画・設計段階
での見直しに取り組む。
　ランニングコストの抑
制を図る。
　ユニバーサルデザイン
の推進
　自然エネルギーの活用
促進
　各部署で段階的な数値
目標を設定し、施行す
る。

取組課題

№ 実施事業

基本方針

基本項目

取組内容改革・改善目的 現　　状
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

　新規工事の設計
において、自然エ
ネルギーによる空
調・換気設備の計
画、施行
　新築工事におい
てバリアフリー充
足度７０％を達成

実施継続 実施継続 実施継続 実施継続 建築住宅課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅲ　自主性・自律性の高い財政運営の確保

２　公共工事の効率的執行

③　公共工事に係る入札システムの見直し

69 入札制度の改革 　公正な競争の促進、透
明性の確保を図り、市民
の信頼が得られる公共工
事の入札システムを構築
する。

　発注額に基づいて、指
名競争入札、公募型指名
競争入札、制限付き一般
競争入札、等を実施して
いる。

　敦賀市入札制度改革委
員会で、電子入札を含め
他自治体の入札システム
を参考に研究する。

基本方針

基本項目

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

　市民に信頼が得
られる公共工事の
入札システムの検
討

継続的見直し 継続的見直し 継続的見直し 継続的見直し 工事検査課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅳ　ＩＣＴを活用した「まちづくり」の推進

１　電子自治体の構築に向けた積極的展開

①　行政手続のオンライン化の推進

70 電子調達（電子納品・電
子入札）の実施

　公共工事の納品等に係
る手続きを電子化するこ
とにより、経費節減及び
発注事務の効率化を図
る。

　平成１５年度に総合電
子調達研究委員会を設置
し、平成１６年度より一
部、電子納品実証実験を
実施している。
　また、電子入札につい
ては検討中である。

　電子納品については、
市単独で測量・設計等に
係る業務成果物に対する
運用を開始し、次に工事
完成図書に対する運用を
開始する。
　また、電子入札につい
ては、福井県が平成１９
年度に本格運用するの
で、県と調整を図りなが
ら公共工事の入札に係る
一連の業務をインター
ネットで行えるようにす
る。

71 電子申請及び施設予約シ
ステムの構築

　行政手続オンライン化
法による地方公共団体の
電子申請等の利用促進と
行財政改革に伴い、各種
申請及び施設予約の手続
きをオンライン化し、業
務改善と高度情報化社会
に対応した質の高い市民
サービスの向上を図る。

　申請手続きを行うに
は、平日に市役所に出向
き書面を提出することか
ら、利用しにくい状況に
ある。
　施設予約については､
インターネット上で空き
状況の確認ができ一部の
施設で仮予約を行ってい
るが、電子決済が未整備
のため完全予約といえな
い状況である。

　福井県電子自治体推進
協議会に参加し､福井県
と県内市町が連携し､行
政コストを最小限度に抑
えながら効率よく利用で
きる「電子申請等共同化
システム」を構築するの
で、当該システムにより
各種申請及び施設予約の
手続きをインターネット
で行えるようにする。

改革・改善目的 現　　状 取組内容№ 実施事業

基本方針

基本項目

取組課題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

市総合電子調達研
究委員会による電
子納品研究報告書
の作成

電子納品の一部運
用開始
目標件数（年）
　　　　　20件

対象業務拡大
目標件数（年）
　　　　　100件
福井県電子自治体
推進協議会入札部
会設置にて検討開
始予定

対象業務拡大
目標件数(年)
　　　　　200件
福井県電子自治体
推進協議会による
電子入札実証実験
実施予定

対象業務拡大
目標件数(年)
　　　　　300件
福井県電子自治体
推進協議会による
電子入札実証実験
実施予定

工事検査課
情報管理課
土木課

システム設計 システム構築 運用開始
目標件数(年)
 　　　　400件

目標件数(年)
　　　　500件

目標件数(年)
　　　　600件

情報管理課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅳ　ＩＣＴを活用した「まちづくり」の推進

１　電子自治体の構築に向けた積極的展開

②　庁内情報の共有化の促進

72 住民情報総合オンライン
システムの開発

　国の制度改正への迅速
な対応と事務処理の標準
化・迅速化・効率化を図
る｡
　住民情報へのアクセス
記録の一元管理化を図
る。

　手書きデータをパンチ
して、ホストコンピュー
タで一括処理しているた
め、即時性、効率性に欠
け、また国の制度改正の
対応や統計資料の即時作
成の対応が困難なシステ
ムが存在する。
　セキュリティ機能とし
て「いつ、だれが、どの
データにアクセスした
か」等の情報を管理する
仕組みが脆弱なシステム
が存在する。

 高度な情報技術や通信
技術を積極的に活用し、
古いシステムの再構築、
業務システムの総合ネッ
トワーク化や高度利用の
促進およびセキュリティ
の強化を図る。

取組内容№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状

基本方針

基本項目

取組課題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

国民健康保険税シ
ステムの機能強化
公営住宅管理シス
テムの開発

国民年金システム
のセキュリティ強
化

高額療養システム
の開発
介護保険システム
のセキュリティ強
化

老人保健システム
の開発
水道システムのセ
キュリティ強化

総合福祉システム
のセキュリティ強
化

情報管理課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅳ　ＩＣＴを活用した「まちづくり」の推進

１　電子自治体の構築に向けた積極的展開

③　ＩＣＴの積極的利活用

73 ストリーミング放送の配
信

　行政ポータルサイト上
でＲＣＮ放映の行政チャ
ンネル等の内容を動画配
信(ストリーミング配信)
し、市民が見たい時に、
見たい番組･内容が視聴
可能な形式で提供するこ
とにより市民サービスの
向上を図る。

　ＲＣＮが放映している
行政チャンネルは、２０
分ごとのローテーション
で情報が流れており、見
逃した場合は最大２０分
間の待ち時間が生じてい
る。また、放映時間の枠
の関係から１日に提供で
きる情報量が限られてい
る。

　行政ポータルサイト上
にテレビ放送として提供
している議会放送、行政
チャンネル等の番組を蓄
積し､市民がいつでもイ
ンターネットを利用し過
去の放送番組が閲覧で
き､かつ現在放送されて
いる番組も視聴できるよ
うシステムを構築する。

74 市ホームページの再整備 　ホームページのバリア
フリーへの改善を推進
し、市民(特に高齢者や
障害者)へのサービス向
上を図る。

　行政ポータルサイトで
は、ホームページ作成シ
ステムを用いて情報提供
を行っているが、平成１
６年６月２０日に制定さ
れた「ＪＩＳＸ８３４１
－３高齢者・障害者等配
慮設計指針」への対応は
未整備である。また、平
成１８年度から開始され
るＲＣＮデータ放送と連
携した形で情報を提供す
る仕組みができていな
い。

　市ホームページのバリ
アフリーを徹底して再構
築するとともに、ＲＣＮ
におけるデータ放送と連
携して情報提供ができる
ようシステムを構築す
る。

75 情報教育の推進 　情報社会の先端を担っ
ていける児童生徒を育成
するため、児童生徒に応
じた学習指導により情報
教育の向上を図る。

　平成１７年度には最新
機器（ＷｉｎｄｏｗｓＸ
Ｐ）を２０校中１５校整
備し、情報教育推進員を
配置し、教職員の職務向
上と児童生徒の個人差に
応じた学習指導を実施。

　情報教育推進事業は、
県下はもとより全国的に
も進んでおり、今後、最
新機器（Ｗｉｎｄｏｗｓ
ＸＰ）を平成１９年度を
目途に全小中学校に配置
し、児童生徒一人に１台
のパソコンを整備し、更
なる情報教育の推進を図
る。

76 安全・安心メールの配信 　不審者情報等の各種情
報を関係者にメールで提
供することにより、迅速
かつ適格な対応が図れる
ようにする。

　各種情報は学校等から
の連絡や電話連絡網等に
より関係者に連絡してい
る。

　不審者情報、休校、始
業繰下げ、下校繰上げ、
伝染病情報等を保護者等
関係者にメールで提供す
る。
　　校務システムの活用
　　学校から利用予定者
　に登録申請書配付
　　希望者を登録し、登
　録者にメール配信

改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本項目

取組課題

№ 実施事業

基本方針
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

システム構築 運用開始 情報管理課

調査・検討 システム構築 運用開始 情報管理課

小学校４校に（Ｗ
ｉｎｄｏｗｓＸ
Ｐ）を児童１人に
１台導入
中学校１校に（Ｗ
ｉｎｄｏｗｓＸ
Ｐ）を生徒１人に
１台導入
情報教育推進員
を小中学校２名ず
つ計４名配置

小学校１校に（Ｗ
ｉｎｄｏｗｓＸ
Ｐ）を児童１人に
１台導入中学校１
校に（Ｗｉｎｄｏ
ｗｓＸＰ）を生徒
１人に１台導入
情報教育推進員
を小中学校１名ず
つ計２名配置

小学校３校に（Ｗ
ｉｎｄｏｗｓＸ
Ｐ）を児童１人に
１台導入情報教育
推進員
を小中学校１名ず
つ計２名配置

ＷｉｎｄｏｗｓＸ
Ｐによる情報教育
の完全実施

学校教育課

校務システムの
バージョンアップ

システム整備
メール配信実施

実施継続 実施継続 実施継続 学校教育課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅳ　ＩＣＴを活用した「まちづくり」の推進

２　「u－Japan構想」への積極的取組み

①　デジタル双方型情報基盤の整備促進（ハード面の整備）

77 携帯電話不感地域の解消 　誰もが、いつでも、ど
こでも情報化の恩恵を享
受できるようＲＣＮ等の
協力を得ながら携帯電話
不感地域の解消を図る。

　本市には携帯電話不感
地域として８地区存在し
ているが、当該地域では
緊急時や災害時における
非常連絡をはじめ防災、
福祉等の連絡等日常生活
に不便な思いをしてい
る。

　携帯電話不感地域であ
る８地区の解消を図る。

取組内容№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状

基本方針

基本項目

取組課題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

３地区の解消 ３地区の解消 ２地区の解消 情報管理課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅳ　ＩＣＴを活用した「まちづくり」の推進

２　「u－Japan構想」への積極的取組み

②　具体的活用方法の計画策定（ソフト面の整備）

78 デジタル双方向型ケーブ
ルテレビ活用方法の計画
策定

　市民がＩＣＴの利便性
を享受できるネット社会
の構築を目指し、新たな
双方向化したデジタル放
送の特性を生かした情報
サービスを提供する。

　平成１８年度からケー
ブルテレビが構築した自
主データ放送が開始予定
である。
　これに伴い、デジタル
双方向型ケーブルテレビ
活用方法の計画の策定が
求められている。

　デジタル双方向型ケー
ブルテレビを活用した新
しい計画を策定する。

改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本項目

取組課題

№ 実施事業

基本方針

68



１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画策定 運用開始 情報管理課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅴ　公正で透明な市政の推進

１　公正の確保と透明性の向上

②　議会や住民等の監視のもと、公正確保と透明性の向上

79 道路・河川等における改
良・整備事業の実施基準
の設定

　市内各地区から出てく
る道路・河川等の改良要
望に対し、公正で透明性
の高い実施を行う。

　各地区の区長からでて
くる要望に対し、区長と
協議のうえ要望からの経
過時間を優先して実施し
ている。

　道路・河川等各分野の
改良、整備について基準
を定める。

取組内容№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状

基本方針

基本項目

取組課題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

各分野の基準を検
討

各分野の基準を検
討、一部工事につ
いて実施
要綱策定

完全実施 土木課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅴ　公正で透明な市政の推進

１　公正の確保と透明性の向上

③　財政状況等の公表

80 財政状況の公表 　財政運営の透明性確保
と、財政健全化の推進を
図る。

　平成１２年１２月から
普通会計バランスシー
ト、平成１４年１２月か
ら全会計バランスシート
を公表している。
　また、平成１３年１１
月から行政コスト計算
書、平成１５年２月から
中期財政の展望を公表し
ている。

　平成１８年３月から、
決算状況の類似団体との
比較について公表する。
　また、従来公表してき
た財政資料についても、
住民により分かりやすい
内容となるよう努める。

改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本項目

取組課題

№ 実施事業

基本方針
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

団体間で比較可能
な財政情報の公表

実施継続 実施継続 実施継続 実施継続 財政課

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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Ⅴ　公正で透明な市政の推進

１　公正の確保と透明性の向上

④　定員・給与等の状況の公表

81 人事行政の状況の公表 　市民に人事行政の運営
の状況を公表することに
より、その公平性と透明
性を高める。

　敦賀市の財政事情の中
で給与関係を年１回公表
している。

　毎年、広報つるが１月
号に見開き２ページで掲
載し、人事行政の詳細を
公表する。
公表内容
　部門別職員数、平均給
料月額等
　人件費の状況
　特別職の給料等
　職員の勤務条件等
　職員の分限、懲戒処分
の状況
　職員の服務の状況

基本方針

基本項目

取組課題

№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状 取組内容
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

広報つるがに掲載
実施

実施継続 実施継続 実施継続 実施継続 総務課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅴ　公正で透明な市政の推進

１　公正の確保と透明性の向上

⑤　公共工事に係る入札・契約システムの公正化

82 公共工事の入札情報等の
公開の見直し

　公共工事の入札・契約
に対する市民の信頼を得
るため、一層の公正・公
明性の向上を図る。

（事前）
入札の公告、入札の公開
年間工事発注予定表の公
表
入札に係る工事等の設計
額の公表
（事後）
入札結果一覧表の公表

 公開、公表の範囲拡大
を検討し、見直しする。
　国、他自治体の状況を
参考とし検討する。

取組内容№ 実施事業 改革・改善目的 現　　状

基本方針

基本項目

取組課題
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

国、他自治体の状
況を踏まえ、市民
への公開・公表の
拡大について検討

検討継続
見直し

試行 継続的見直し 工事検査課

実　　　施　　　年　　　度
担当課
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Ⅴ　公正で透明な市政の推進

１　公正の確保と透明性の向上

⑥　情報公開の推進

83 指定管理者に係る情報公
開の推進

　新たに導入する指定管
理者制度について、情報
公開の整備を図る｡

　指定管理者制度は、１
８年度から導入する予定
であるが、その情報公開
の方法については検討中
である。
　公募に係る募集要項や
業務内容等は、市ホーム
ページで公表している。

　指定管理者に係る情報
公開について検討し、実
施する。

　　議会へ管理運営状況
　の報告
　　指定管理者の情報公
　開を協定書に明示

84 ホームページの活用によ
る報道発表資料等の一元
的な提供

 敦賀市ホームページに
おいて、市が発信する情
報をデータベース化し、
利用者が様々な情報に容
易にアクセスできる環境
の整備を図る。

 記者発表等の内容につ
いて、敦賀市ホームペー
ジへの掲載は現在行って
いない。
 また、ホームページ上
で提供している情報は、
随時新しいものに置き換
わっていくため、報道資
料等に関するデータベー
スとしては利用できな
い。

 市が発信した情報を一
元的に管理・公開する
ページを市ホームページ
内に設け、ワンストップ
での情報提供を行う。

85 監査結果報告書等のホー
ムページ掲載

　市民に監査結果報告を
明らかにし、公正で効率
的な行政運営の確保に資
する。

　各監査終了後、１ヶ月
以内に市長並びに関係機
関に対し結果報告書を提
出するとともに、敦賀市
掲示場に公表している。

　定期監査、工事監査等
の結果報告及び決算審査
意見書を敦賀市のホーム
ページに掲載する。

改革・改善目的 現　　状 取組内容

基本項目

取組課題

№ 実施事業

基本方針
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

検討

公募に関する情報
のホームページへ
の掲載

協定書締結 議会への管理運営
状況の報告

実施継続 実施継続 総務課

検討開始 運用体制整備
運用開始

提供する情報の充
実

広報広聴課
情報管理課

検討開始 試行、検証 導入、完全実施 監査委員
事務局

担当課
実　　　施　　　年　　　度
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